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開会 午前１０時００分 
 

◎開会の宣言 
○議  長 
おはようございます。本日の出席人員は９名全員でございます。定足数に達しております。 
ただいまから、平成３０年第１回浦臼町議会臨時会を開会します。 

 
◎開議の宣告 

○議  長 
直ちに本日の会議を開きます。 
本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、順を追って進めてまいりますので、

よろしくお願いをいたします。 
 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議  長 
日程第１、会議録署名議員の指名を会議規則第１１８条の規定により、議長において、３番柴田議

員、４番東藤議員を指名します。 
 

◎日程第２ 会期の決定 
○議  長 
日程第２、会期の決定を議題といたします。 
お諮りします。 
本臨時会の会期は、本日１日限りとすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
○議  長 
異議なしと認めます。 
したがって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 
◎日程第３ 諸般報告 

○議  長 
日程第３、諸般の報告をいたします。議案の訂正であります。 
３月６日開催の第１回定例会において、町長提案の「議案第９号 空知中部広域連合規約の一部を

変更する規約について」にて、空知中部広域連合規約の制定年月日が誤っておりましたので、議長の

議事整理権に基づき、「平成１０年連合規約第１号」を「平成１０年７月６日市町村第７８４号指令」

に訂正したことを報告いたします。 
以上で、諸般の報告を終わります。 
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◎日程第４ 承認第１号 

日程第４、承認第１号 専決処分した事件の承認についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
明日見主幹。 

○総務課主幹（明日見将幸君） 
承認第１号 専決処分した事件の承認について。 
地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 
平成３０年５月１１日提出 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
次のページをお開き下さい。 
専決処分書 
地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 
専決事項 平成２９年度浦臼町一般会計補正予算（第９号） 
平成３０年３月３０日 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
予算書においてご説明を申し上げます。 
承認第１号 平成２９年度浦臼町一般会計補正予算（第９号） 
平成２９年度浦臼町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正） 
第１条 規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７，１２３万４，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３６億３，７０７万円とする。 
２項 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 
第２条 繰越明許費の追加は「第２表繰越明許費補正」による。 
平成３０年３月３０日 
北海道浦臼町長 斉藤 純雄。 
はじめに、第２表繰越明許費からご説明を申し上げます。７ページをお開き願います。 
第２表繰越明許費補正、１、追加でございます。５款農林水産業費、１項農業費、事業名、産地パ

ワーアップ事業でございます。補正額６２５万円を追加するものでございます。本事業が年度内に完

了することが困難であったため、繰り越すものでございます。 
続きまして、歳入歳出予算の補正について、歳出よりご説明を申し上げます。１４ページをお開き

願います。 
２款総務費、１項２目財政管理費、補正額９，２４１万１，０００円の追加でございます。２５節

積立金におきまして、ふるさと浦臼応援基金に１，６５９万円、財政調整基金に５８２万１，０００
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円、公共施設建設基金積立金に７，０００万円を積み立てするものでございます。 
３目企画費、補正額７７９万４，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金につ

きまして、主なものは定住促進住宅取得応援助成金につきまして、新築住宅３件、住宅リフォーム等

補助金におきましてリフォーム８件の助成を執行しており、執行残として５３９万２，０００円を減

額するものでございます。 
８目諸費、補正額４０８万９，０００円の追加でございます。２３節償還金利子及び割引料につき

まして、過年度分の還付金と還付加算金の総額によるものでございます。 
１６ページをお開き願います。３款民生費、１項５目障害者福祉費、補正額３６３万５，０００円

の減額でございます。２０節扶助費につきまして、各事業の確定に伴い減額するものでございます。 
３項１目老人福祉総務費、補正額５４５万７，０００円の減額でございます。１３節委託料につき

まして、事業の確定に伴い減額するものでございます。 
１８ページ目をお開き願います。５款農林水産業費、１項８目水利施設管理費、補正額３０９万円

の減額でございます。１１節需用費及び１９節負担金補助及び交付金におきまして、基幹水利施設管

理事業の確定に伴い減額するものでございます。 
１１目基盤整備推進費、補正額３７２万６，０００円を減額するものでございます。１９節負担金

補助及び交付金につきまして、農地整備事業の確定に伴い減額するものでございます。 
 歳出合計７，１２３万４，０００円の追加でございます。以上が歳出のご説明でございます。 
 続きまして、歳入のご説明をいたします。８ページ目をお開き下さい。 
 歳入につきましても、額の確定に伴うものでありますので、主なものをご説明申し上げます。 
 １款町税、２項１目固定資産税、補正額１６８万５，０００円の減額でございます。納税義務者か

らの申し出により固定資産の変更を行ったことにより減額するものでございます。 
 ２款地方譲与税、１項１目自動車重量譲与税、補正額１８７万３，０００円の追加でございます。

自動車重量譲与税の確定に伴い増額するものでございます。 
 ６款地方消費税交付金、１項１目地方消費税交付金、補正額５１０万８，０００円の追加でござい

ます。地方消費税交付金の額の確定による増額でございます。 
 ７款自動車取得税交付金、１項１目自動車取得税交付金、補正額７３４万５，０００円の追加でご

ざいます。自動車取得税交付金の額の確定によるものでございます。 
 ９款地方交付税、１項１目地方交付税、補正額２，５７５万１，０００円の追加でございます。特

別交付税額の確定によるものでございます。 
 １１款分担金及び負担金、１項３目農林水産業費負担金、補正額１５９万６，０００円の減額でご

ざいます。事業の確定によるものでございます。 
 １３款国庫支出金、２項３目土木費国庫補助金、７５２万３，０００円の追加でございます。平成

２９年度大雪による除雪経費が増加となったため交付されたものでございます。 
 １４款道支出金、２項３目農林水産業費道補助金、補正額５５１万９，０００円の追加でございま

す。事業の確定によるものでございます。 
１６款寄付金、１項２目ふるさと応援寄附金、補正額１，６５９万円の追加でございます。平成２
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９年度の寄付金受領額につきましては１億７，１５９万２９１円、１万２，１２９件のご寄付を頂い

ているところでございます。 
 歳入合計歳出と同じ７，１２３万４，０００円の追加となってございます。 
以上が承認第１号 平成２９年度浦臼町一般会計補正予算（第９号）の内容でございます。ご審議

いただき、承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議  長 
これより質疑を行います。 
歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 
折坂議員。 

○５番（折坂美鈴君） 
 歳出について伺いたいと思います。この補正予算が２９年度の事業の完了に伴う補正ということで

確認をしておきたいんですけれども、１４ページの総務管理費の中にあります、地方創生事業費とい

うものがあります。当初予算は２０万１，０００円という予算が示されておりまして、３月の定例会

の補正予算で１４万７，０００円の減額、これは職員の旅費が減額になりました、視察にでも行かれ

なかった結果このようになったのかなという理解をしました。 
 この度、残りの５万４，０００円の中で、地方版総合戦略審議会委員に報酬が２万５，０００円支

払われたという最終的な結果になっていると思うのですが、この地方版総合戦略審議会委員という方

がいらっしゃるんだと思ったんですが、その委員の名前をお知らせ下さい。そして会議の開催は何回

で内容についてはどのようなものが行われたのか、それについてお聞きをしたいと思います。 
○議  長 
明日見主幹。 

○総務課主幹（明日見将幸君） 
 折坂議員の質問にお答えをいたします。審議会の委員につきましては北星大学の教授でございます

西脇先生が委員長でありまして、委員さんにつきましては町内にございます学校の先生とか、鶴沼ワ

イナリー、観光とかの委員さんの方をお願いをしてございます。 
審議会につきましては、７月下旬に平成２８年の加速化交付金、または総合戦略に紐付く内容を審

議いただいているところでございます。以上でございます。 
○議  長 
折坂議員。 

○５番（折坂美鈴君） 
 名前をちゃんと言えないのでしょうか。何名の方にいくら支払ったかということをお聞きしたいと

思います。 
 それで、この地方創生事業というものが新しく費目が作られたのですか、ということを聞きたいん

ですね。２８年度はゼロだったんですよ、予算は。２９年度に新しく地方創生事業費というものが創

設されたのかなと理解しているんですけれども。しかし２９年度予算は２０万１，０００円という予

算だったのが、３０年度予算になると７，９９０万という予算にふくれあがったんですよ。それも委
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託事業ばっかりで。地方創生の審議委員さんの報酬はなくなるんですね。その代わりに産業観光推進

グランドデザインの委員さんの報酬というのがここの地方創生事業費の中に入ってくるんですけれ

ども、これは同じメンバーなんですか。産業振興グランドデザインの委員さんというのは地方版総合

戦略の委員さんと同じメンバーかということをまず聞きたいですね。 
 そしてこの７，９９０万という３０年度の予算の中に出てくるのがジビエの関係の事業とマラニッ

クと産業観光推進グランドデザインの事業費、これが出てくるんですけれども、それの委託事業が入

って７，９９０万という事業費が出てくる訳なんですけれども、２９年度はマラニックとグランドデ

ザインの委託料は観光費だったんですよね。それが３０年になって何でここに全部入ってくるんです

か。ジビエに関しては、２９年度は企業誘致の支援ということで商工費だったんですよ。それが総務

費の中の地方創生事業費というところに全部入ってくるんですけれども、こういう大幅な変更という

のがどうしてこうなるのかなというところの説明をいただきたいですね。 
前は、地方創生事業というのは総務課の企画係でやっていて、それがどうなのという話になって新

しく産業振興課という課をつくったんですよね。なので、ジビエの事業とかそういう加速化交付金で

認められた事業は産業振興の中に出てくるのかなと、そういう意味合いの事業かなと探したらやっぱ

り総務課の中の総務費という事業の中に全部ひっくるめてジビエとマラニックと産業振興グランド

デザインが出てくる。この３つが地方創生事業と理解したら良いんですか。どうして大幅に予算が変

わるのかなというところの説明をいただきたい。あと報酬について。 
○議  長 
今の折坂議員の質問ですけれど、あくまで補正予算についての審議なんですよね。３０年度予算

云々というのは直接的に関係ないとは言いませんけれども、今日の臨時会の議題とはずれる質問にな

ってくるんですよね。 
○５番（折坂美鈴君） 
 確認をさせていただきたいといいました。 
○議  長 
確認ね。数字的なものは、２万９，０００円についてはよろしいですか。 

○５番（折坂美鈴君） 
 何名の委員さんに、１回の会議で、名前もはっきりお聞かせ下さい。 
○議  長 
明日見主幹。 

○総務課主幹（明日見将幸君） 
後から。すみません。 

○議  長 
今の段階ではわからないそうです。名前と金額については後でということで。 

○５番（折坂美鈴君） 
 産業振興課でわかっているんじゃないんですか。 
○議  長 
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河本課長。 
○総務課長（河本浩昭君） 
 ただいまのご質問にお答えをいたします。 
 地方版総合戦略審議会委員というのは総合戦略が始まったときの大本の予算で、議会の方にもご説

明させていただいているかと思うんですけれども、産官学、各分野から代表の方を出していただくと

いうような形で、北星学園大学の西脇先生に座長になっていただいて、信用金庫でありますとか、各

機関から出していただいて、総合戦略を策定してそれについて審議をいただいて、毎年その進捗状況

について審議いただいて、そこからグランドデザインでありますとか、ジビエとかというのを全部包

括した形での委員さんになっております。 
今名簿が手元に無いものですから、後ほど名簿とその会議で出席された方には報酬をお支払いして

おりますので、出席人数、ご報告させていただきたいと思いますでご了解をいただきたいと思います。

以上です。 
○５番（折坂美鈴君） 
 その点について質問したいんですけれど。 
○議  長 
はい。 

○５番（折坂美鈴君） 
 地方版総合戦略は２７年度からやっているはずですよね。だからそういう審議委員さんの報酬はど

こから出ているのかなと思ったんですよ。そうしたら２９年度は地方創生事業費というところから出

ているんですけれども、前の年の予算はゼロだったんですよ。審議委員さんの報酬はどこの費目から

出ていたんですか。急に地方創生事業費というのが出てくるので、それで理解が出来ないといってい

るんです。前の年からあったはずなんです。地方版総合戦略の審議委員さんの報酬は。 
○議  長 
今の段階では確認できないですか。 
河本総務課長。 

○総務課長（河本浩昭君） 
 ただいまのご質問にお答えいたします。確認しまして後ほどご報告させていただきたいと思います。 
 ただ、この会議は総合戦略を策定する前段から毎年開いておりますので、予算科目、確認をいたし

ますけれども、企画統計係で担当しておりまして、総務課の方で報酬については毎年支出をしている

ものであります。以上です。 
○議  長 
折坂議員。 

○５番（折坂美鈴君） 
 色々変わることが私は理解できない、と言っているんですね。予算額についても地方創生事業が２

９年度２０万１，０００円だったものが、３０年度が７，９００万に莫大にふくれあがるわけですよ

ね。中身を見てみると色んなところの事業がここに全部突っ込まれているという。ちょっと見逃せな
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いなと思ったんですけれど、どうしてこういう形になるのか。 
 地方創生事業が総務費の中にまだ入っているということが私には理解できないんですけれども、な

んのためにやっているかというところで理解したいんです。委託料だから総務費に入れるということ

ではないですよね。ジビエやマラニックやグランドデザイン、これをなんのためにやるんですか。産

業振興のためにやるんだったら、なんでここにあるのかなということが私には理解できない、という

意見なんですが、分かるように説明していただきたいです。 
○議  長 
直接的に補正とは関わりは無いんですけれど、年によって科目が変わるということについて。 
答弁なければ。 
川畑副町長 

○副 町 長（川畑智昭君） 
詳細につきましては、納得していただけるようなお答えは出来ないかと思いますけれども、地方創

生ということで３０年につきましては地方創生ということでひとくくりに予算につめて、地方創生自

体は総務の方で所管しておりますので、地方創生費としてひとくくりとして総務費の中に組んだとい

うことで。 
去年とどうして大きな変化があったのかということは、今からはご説明しづらいですけれども、地

方創生費の中で一つの費目を組んだということで今回の３０年度予算につきましては提案させてい

ただいたところです。昨年度の比較につきましては、ばらけていたものを一つにまとめたということ

で、管理しやすくしたということでご理解をいただきたいと思います。 
○議  長 
折坂議員。 

○５番（折坂美鈴君） 
 それでは、今後はどうなるかということをお伺いしたいです。今ジビエ事業として建設しますよね。

施設の建設費が９月の定例会に上がってくるんです。それも地方創生事業ということで総務費の中に

建設費が上がってくるんですか。 
○議  長 
３０年度予算に関わってくる問題なんですよね。議題はあくまで２９年度の補正ということでの承

認第１号の議案なんですよ。ですから、議事の進行上これ以上やっても町としても明確な答えが出る

気配がありませんので、２９年度補正予算という観点から議事の進行をしたいと思います。 
ほかに質疑ありますか。 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 １７ページですが、民生費社会福祉総務費で、償還金及び利子割引料９０万６，０００円の臨時福

祉給付金等給付事務費、補助金の返還がなされているところでありますが、結果として受給されるべ

くものが受給されなかった結果になるのかなと思いますが、当初予算ではおおよそ予想されるところ

の数字をうって出されながら、前回の予算との比較は私が今こうだということはできていませんが、
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９０万６，０００円、そのうちの事務費を含めて返還金があるわけで、補助金の返還に至った原因、

件数までも分かれば教えていただきたいと思いますし、期待するならば、予想される数字がまだ圧縮

されていて当然ではないのかなと思いますけれども、したる要因について説明をいただきたいと思い

ます。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 
 今回の９０万６，０００円につきましては、あくまでも給付に係る事務費でございます。給付金が

減ったとか、対象者が減ったのでとかという部分ではなく、これに係る事務の費用について支出する

必要がなくなったので返します、という経費でございます。従いまして、対象者がどうのこうのとか、

そういう部分ではないということをご理解いただければと思います。 
○議  長 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 安心しました。当然の仕事として、支給されるべきものは可能な手を尽くして、今までもそれよう

の案内も出しながら外郭団体も協力してもらいながら、完全の支給に努力されていたと私も見ていた

ものですから、補助金及び事務費でこれだけということになるとすごく大きいなと。 
 であれば、当初予定していた事務費にこれだけ圧縮される理由とは何なのでしょうか。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 この事業は平成２７年から続いておりまして、事務費につきましてはその都度繰越し等々、国が繰

り越して必要な事務費を使って下さいということで、前倒しで事務費が先に来ている状況でした。そ

れが最終的に２９年度で終了しましたので、全ての事務費を精算しますとこの９０万６，０００円が

使わなかった部分でしたので、今回還付金として２７年・２８年の事務費も含めて戻すということに

なっているところでございます。以上です。 
○議  長 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 今の言葉だと、３年間の事業だから事務費だけが前倒しの部分として返還金も、と言われたけれど、

返還金の中にもなんぼかあるという。今のお答えからすればそういう読み取りも出来るわけですけれ

ども、事務費としての純然たる返還のお金ですよ、ということですか。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
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 今回につきましては、平成２７年の繰り越し分が最終的な精算で今回還付となったものでございま

す。以上です。 
○議  長 
ほかに質疑ありますか。 
柴田議員。 

○３番（柴田典男君） 
 １５ページです。諸費の中で、先ほど協議会の中でも説明を受けているわけですけれども、諸費の

町税等還付金の４０８万９，０００円、この具体的な説明を再度いただきたいと思います。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 この還付金につきましては、納税義務者の方から申し出がありまして、現時点で課税している土地、

家屋等につきまして、現状と合わない部分が見られるので検討して欲しいという申し出がございまし

た。それを受けまして町としては、納税義務者の方と協議、また検討、町として確認をし、土地の部

分につきまして地目変更、それから家屋につきましては一部減築が判明したために、その分それぞれ

双方合わせまして、現年分につきましては、歳入において固定資産税で減額、法律上５年遡るという

ことでございましたので、遡った部分、今回の４０８万９，０００円を還付するという形でございま

す。以上です。 
○３番（柴田典男君） 
 歳入の方で固定資産税について現年分の１６８万５，０００円が確かに減額されているわけですけ

れど、差額については５年分遡ったということになりますけれど、地目変更は登記として確認はした

んですか。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 一応課税にあたりましては現況課税ということになっておりますので、現況がどうかという部分の

確認をしたところでございます。 
○議  長 
ほかに質疑ありますか。 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 私も関心があるのはそこなんですね。現況課税だから２年前なのか５年前なのか、その位置づけで

すよね。柴田議員が聞いたのは土地でいえばその土地の地目変更なり、家屋であれば解体年度が何ら

かで分かると。そこが見えないとならないですよね。 
もっといえば１０年前のもあるかもしれないけれども法制上５年間ということになります。ですか

ら、そこのところが、今の時点の確認が全て５年前という話ではないと思うんだけれども、そこは大
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丈夫なんですか、という聞きようです。 
このことから補正予算での年度末補正ですからこのことに関わって我々も１月１日に固定資産

等々の申告はするわけですよね。納税者の側からすれば正しくされていると思うけれども、こういう

減額試算があればその都度正確に出していって、不利益の内容に共々しなければならないしそういう

行政的なお仕事の仕方も当然求められると。私意見を付しながら今の質問にお答えをいただきたいと

思いますけれども。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 家屋につきましては、減築をしたのが平成２４年度は確認を出来ております。今回の確認で判明し

ました。５年遡るということであれば平成２５年ですので、ちょうど２５年からその分の課税が変わ

るということでございましたので、２５年度から２９年の５年間について計算を起こし、２９年度に

ついては現年ということですので、ここに乗っているのは５年遡るといいながら４年分の還付をする

ものでございます。 
 土地につきましては、何年前からというのはさすがに判明をしません。ただ、５年前のうちの方の

航空写真等々もございましたので、それらも含めて相手方と協議をさせていただきました。その中で

相手方も申し出の中でうちとしてはここは現況このままですよ、という部分も確かにありました。そ

の中で色んな検討をした中で確認できたものについてのみ、法律上５年なので、ということで相手と

の協議の中で相手方も納得していただいて今回平成２５年分から還付をする、という形をさせていた

だいたところでございます。 
○議  長 
ほかに質疑ありますか。 
柴田議員。 

○３番（柴田典男君） 
 今ので、参考までに教えていただきたいんですけれども、例えば宅地としての課税率は高いと思う

んですけれど、地目変更ですよ、現況は科目を建物を建てないで、雑種地としての処理をしたのかな

と思うんですけれど、例えば一般家庭の中でも廃屋を結構片付ける方がいらっしゃいます。今の古い

家屋が危ないということで、かつては宅地だったところが片付けられて荒れ地となっている場合、そ

れは課税の対象としては減額の対象となるんですか。参考までによろしくお願いします。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 今回の中に実際に宅地もございました。確かに現況等々全部調べますと宅地がなくて、例えばそこ

がそのまま牧草地としてなっている部分、また雑種地等々になっている部分ございましたので、それ

はあくまでも現況に合わせて全部地目変更をさせていただいた部分でございます。 
 これが答えになるかどうかあれなんですけれど、今回の部分についてはそういう形で処理をさせて
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いただいたというところでございます。 
○議  長 
柴田議員。 

○３番（柴田典男君） 
 再度確認です。先ほど登記したんですかと聞いたのはなぜかといったら、現況ですよ、という返事

をしたのでそれで再度質問したんですけれども、現状の中で確かに地目は宅地だけれども、現況の中

で雑種地ですよという現況が結構あるわけです。そういうところは課税対象として町としてはそれは

雑種地としての課税対象なんですかということを聞いたんです。 
○議  長 
大平くらし応援課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
 登記で宅地であったとしても、現況で建物がない状態だから即雑種地にするということではありま

せん。あくまでも宅地としての利用が可能であればそれはそのまま宅地のままになるかなと思います

が、それは現況による、全部が全てということではないかもしれませんけれども、今回についてはあ

くまでも宅地として利用できるところを雑種地に変えたところはございません。あくまでも宅地だっ

たのが牧草地になっている。現況から間違いなく畑、牧草地等々になっている部分だけ、相手方との

協議の中でその部分だけ地目変更させていただいたということでございます。 
○議  長 
ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって質疑を終わります。 
これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって討論を終わります。 
これより、承認第１号 専決処分した事件の承認についてを採決いたします。 
本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 
○議  長 
起立多数です。 
したがって、承認第１号 専決処分した事件の承認については原案のとおり承認されました。 
 

◎日程第５ 承認第２号 
○議  長 
日程第５、承認第２号 専決処分した事件の承認についてを議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 
大平課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
承認第２号 専決処分した事件の承認について。 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分し

たので報告し、承認を求める。 
平成３０年５月１１日提出 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
提案理由、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、地方税法施行令の一部

を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令、及び地方税法施行規則の一部を改正する

省令が平成３０年３月３１日にそれぞれ公布され、原則として平成３０年４月１日から施行されるこ

とに伴い本条例を専決処分により改正したものでございます。 
ここですみません、大変失礼しました、訂正を一つお願いします。今の提案理由の中で下から３行

目でございます。一部を改正する「の」が入ってございます。この「の」を削除願います。大変失礼

いたしました。 
それでは次ページをお開き下さい。 
専決処分書 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分

する。 
専決事項 浦臼町税条例の一部を改正する条例 
平成３０年３月３１日 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
改正内容につきましては別添参考資料にてご説明いたしますので、参考資料の１ページをお開き

下さい。 
なお今回の改正は国の地方税に関する法律等の改正に伴い、浦臼町税条例において必要となった条

文について規定の整備や国の法律等の改正に併せて改正したものでありますので、主な部分のみご説

明をさせていただきます。 
まず１ページ目、第２０条でございますが、改正前、第４８条第３項となっていたものを、第４３

条第５項、また第５２条となっていたものを、第５２条第１項及び第４項、また、文言の整備として、

２行目になりますが、第１３９条第２項及び、と書いてあるのを「及び」の部分につきまして、これ

を「並びに」と改正したものになります。また第２４条では、第５３条の２の規定によって、の「に

よって」という部分を「により」と文言の整備で改正したものでございます。 
このように、今回の改正のほとんどはそれぞれ対象条文との変更や文言の整理となっておりますが、

引き続き５ページをお開き下さい。５ページの第５２条では、法改正を受けまして新たに第２項、第

３項、第５項、第６項を追加し、以前からあった第２項を第４項とするなどの改正を行っております。
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あと以下の条文につきましてはご覧いただければと思います。 
それでは議案の１２ページにお戻り下さい。１２ページは附則でございます。 
 附則第１条 この条例は平成３０年４月１日から施行する。 
 第２条 この条例による改正後の浦臼町税条例第５２条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定

は、平成２９年１月１日以後の同条第１項又は第４項の申告書の提出期限が到来する法人の町民税に

かかる延滞金について適用する。 
 第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３０年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 
 ２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改

正する法律第１条の規定による改正前の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
 ３ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧法附則第１５条第３

０項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税についてはなお

従前の例による。 
 ４ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５

条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 
 ５ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新築された旧法附則第１５条の８

第２項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 
 以上が、承認第２号 専決処分した事件の承認についての説明でございます。ご審議いただきご承

認賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議  長 
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって質疑を終わります。 
これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって討論を終わります。 
これより、承認第２号 専決処分した事件の承認についてを採決いたします。 
本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 
○議  長 
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起立全員です。 
したがって、承認第２号 専決処分した事件の承認については原案のとおり承認されました。 
 

◎日程第６ 議案第１８号 
○議  長 
日程第６、議案第１８号 浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 
提案理由の説明を求めます。 
大平課長。 

○くらし応援課長（大平雅仁君） 
議案第１８号 浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 
浦臼町国民健康保険税条例（昭和４１年浦臼町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 
平成３０年５月１１日提出 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
提案理由、地方税法施行令等の一部を改正する政令に伴う改正、あわせて平成２９年度分所得額お

よび平成３０年度固定資産税の確定により、当該条例の一部を改正するものでございます。 
改正内容については別添参考資料にてご説明させていただきますので１７ページをお開き下さい。 
まず第２条におきましては、第１項において政令改正に伴い、国民健康保険税の課税額を（１）基

礎課税額、（２）後期高齢者支援金等課税額、（３）介護納付金課税被保険者に月算定した介護納付金

課税額の額の合算額とすることをそれぞれの課税額を定義しながら規定しているものでございます。 
次のページをお開き下さい。２項では、課税限度額を５４万円から５８万円に改正するものでござ

います。 
次に、第３条では、国民健康保険の被保険者に係る所得割額を１２％から８％に改正するものでご

ざいます。 
第５条では、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額を３万円から２万８，０００円に改

正するものでございます。 
また第５条の２では国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額を３万円から２万８，０００円

に改正するものでございます。また、特定世帯及び特定継続世帯はそれぞれ１万４，０００円、２万

１，０００円に改正するものでございます。 
第６条では、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額の率を２．０％

から２．３％に改正するものでございます。 
第２１条では政令改正により、国民健康保険税の減額について、減額措置に係る軽減判定所得の算

定方法の変更に伴う改正を行っておりますので、それぞれご覧下さい。 
次のページをお開き下さい。第２３条の２では特例対象被保険者等に係る申告に当たっての文言の

改正を行っているところでございます。 
それでは議案の１５ページにお戻り下さい。 
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附則第１条 この条例は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
第２条 改正後の浦臼町国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
以上で議案第１８号 浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明でござい

ます。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議  長 
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって質疑を終わります。 
これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって討論を終わります。 
これより、議案第１８号 浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決いたし

ます。 
本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 
○議  長 
起立全員です。 
したがって、議案第１８号 浦臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については原案のと

おり可決されました。 
 

◎日程第７ 議案第１９号 
○議  長 
日程第７、議案第１９号 業務委託契約の締結についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
石原課長。 

○産業振興課長（石原正伸君） 
議案第１９号 業務委託契約の締結について 
次のとおり業務委託契約を締結する。 
平成３０年５月１１日提出 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
契約の名称でございます。浦臼ライスターミナル自動倉庫設備更新業務委託。 
契約の目的は、浦臼ライスターミナル自動倉庫設備更新業務の代行施行でございます。 
契約の方法としましては随意契約としてございます。 
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契約の金額でございますけれども、１億９，３３２万円でございます。 
契約の相手方は、樺戸郡新十津川町字中央６番地２９ ピンネ農業協同組合 代表理事組合長 宮

本英靖。 
以上が議案第１９号 業務委託契約の締結についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜

りますようよろしくお願いいたします。 
○議  長 
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 この代行契約というのは従前の形で、私も記憶の範囲で正確ではないんですけれどあったのかなか

ったのか、その点。 
 それから、この施設の老朽化に伴う全体像でありますけれども、積算根拠を特別私たちには分から

ないところでいます。これだけかかるんだなという内容でありますが、少し積み上げの数字がわかれ

ば是非お聞きしたいと思います。 
 それからもう一つ。随意契約、代行施行によるものでありますけれども、農協と町との関わり、農

協がその仕事をやるときに、プラスマイナスが出たときの部分では、通常の町の直接の予算化の動き

ですとプラスマイナス出たときはそれようの数字が出てくるわけですけれど、今回の代行施行という

ことでの契約はそういうことはないのか。これで一発お願いします、残っても足りなくてもとこれで

やりなさいと、そういう理解といたしますけれどそれでよろしいでしょうか。 
○議  長 
石原課長。 

○産業振興課長（石原正伸君） 
ただいまのご質問にお答えいたします。まずこの代行施行といいますか、こういった業務につきま

しては以前ライスターミナルを建設した際に、代行施行という名称ではございませんけれども、系統

施行という形でホクレンとそういった形で実施してございます。 
代行施行の次に精算という意味でのご質問でございますけれども、今ライスターミナルを改修する

ためにまず代行施行の協定書というのをピンネ農協と町が交わしてございます。これにつきましては、

施設の運用、設備の内容等熟知している指定管理者であります農協さんに、どういった工事をしたら

良いのかという部分を町にかわってやっていただく、という協定を結んでおります。その協定後、実

際、農協さんが町にかわりその施設の内容を設計等全て積算したうえで業者さんと契約を交わして、

後の町との契約という形で札を入れていただきながら見積もり合わせで契約をしているという流れ

になってございます。 
積算根拠という部分につきましては、農協さんの方から代行施行した後に農協さんからこういった

工事内容でこういうふうな積算根拠で農協サイドの設計書をつくりましたということで町に伺いを

上げてきていただいています。それを町として内容を確認したうえでこれでよろしいですよというこ

とで予定価格について承認しまして、農協さんの方で入札執行といいますか、契約行為をしていると
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いう流れになりますので、農協から提出あった積算の見積書といいますか、手元にございませんので、

それぞれの区分の金額というのはお答えできないわけですけれども、今申し上げた契約金額につきま

しては、うちの方の予定価格でいきますと落札率というのが８５．１５％というような金額となって

ございます。 
設計変更といいますか、そちらにつきましては、これから発注した後、現場と突合しながら変更が

必要となればその部分は現場の施行に合わせて設計変更をしていくというような形になってござい

ます。以上でございます。 
○議  長 
ほかに質疑ありませんか。 
牧島議員。 

○７番（牧島良和君） 
 そもそも今日の前段でもう少し詳しく、内容的には時間を取ってということであったけど、会議の

時間が迫ったからお聞きすることなく本会議の時間に入っているわけですが、-今の説明ですと積算

した数字が今までにもう出されていて、現段階での８５．１５という数字が今回の契約金額の数字と

読み込んで良いのかなと。設計変更があった場合についてはマイナスの設計変更もあるかもしれませ

んが、今後の中ではプラスマイナスもあるということで理解をして良いのですね。そこの確認。 
 積み上げの数字が、後々今手元に無いことなので残念だけれど、私どもがその数字を見て分かるか

分からないかというのも非常に責任も重いところなんだけれど、外構工事、本体工事、施設工事等に

ついての数字を示していただきたいと思います。 
○議  長 
石原課長。 

○産業振興課長（石原正伸君） 
 ただいまのご質問にお答えします。増減は状況によって発生していきますので、その際に契約変更

というのは生じてくると認識しております。以上です。 
○議  長 
ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって質疑を終わります。 
これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって討論を終わります。 
これより、議案第１９号 業務委託契約の締結についてを採決いたします。 
本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議  長 
起立全員です。 
したがって、議案第１９号 業務委託契約の締結については原案のとおり可決されました。 
 

◎日程第８ 議案第２０号 
○議  長 
日程第８、議案第２０号 財産の取得についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
馬狩課長。 

○建設課長（馬狩範一君） 
議案第２０号 財産の取得について 
次のとおり財産の購入契約を締結する。 
平成３０年５月１１日提出 
浦臼町長 斉藤 純雄。 
提案理由につきましては昭和３９年４月１日浦臼町条例第１６号議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条に基づき提案するものでございます。 
１．名称・種類・数量につきましては、除雪トラック専用車（１０トン級）１台でございます。。 
２．契約の目的につきましては、冬期間の町道等の除雪とし、平成３０年度社会資本整備総合交付

金で購入するものでございます。 
３．契約の方法につきましては指名競争入札でございます。 
４．契約の金額につきましては、４，５９５万４，０００円。うち消費税額３４０万４，０００円

でございます。 
５．契約の相手方につきましては、札幌市厚別区厚別中央２条２丁目１番１号 ＵＤトラックス北

海道株式会社 代表取締役 古舘 利幸でございます。 
以上が議案第２０号の内容でございます。ご審議いただきまして議決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 
○議  長 
これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって質疑を終わります。 
これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
これをもって討論を終わります。 
これより、議案第２０号 財産の取得についてを採決いたします。 
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本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 
（賛成者起立） 

○議  長 
起立全員です。 
したがって、議案第２０号 財産の取得については原案のとおり可決されました。 
 

◎日程第９ 議員の派遣について 
○議  長 
日程第９ 議員の派遣についてを議題といたします。 
派遣内容については、お手元に配付のとおりですが、これが派遣したいと思います。 
ご異議ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
○議  長 
異議なしと認めます。 
したがって、派遣することに決定いたしました。 
 

◎閉会の宣言 
○議  長 
これをもって、本議会に付議された案件の審議は全て終了しました。 
したがって、平成３０年第１回浦臼町議会臨時会を閉会といたします。 
大変ご苦労さまでした。 

 
閉会 午前１１時０５分 


